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宇
城
氷
川
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
ア
ク
セ
ス
道
路
と
し
て
、建
設
を
進
め
て
お

り
ま
し
た
町
道
吉
本
本
山
線
が
全
線
開
通
し
ま
す
。

町
道
吉
本
本
山
線（
宇
城
氷
川
ス
マ
ー
ト
イ
ン

タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
ア
ク
セ
ス
道
路
）全
線
開
通

平
成
28
年
３
月
26
日
㈯　
正
午 

開
通

 

開
通
効
果
①

 

開
通
効
果
③

 

開
通
効
果
④

 

開
通
効
果
⑤

 

開
通
効
果
②

地
域
の
活
性
化
、主
要
都
市
と
の
連
携
促
進

　

国
道
３
号
か
ら
宇
城
氷
川
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ

ま
で
の
約
１
・
１
㌔
を
通
行
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、九
州
自
動
車
道
へ
の
ア
ク
セ

ス
性
が
向
上
し
、並
行
す
る
国
道
３
号
な
ど

の
主
要
幹
線
道
路
の
渋
滞
緩
和
や
、物
流
の

効
率
化
な
ど
が
図
ら
れ
、地
域
の
活
性
化
や

九
州
内
の
主
要
都
市
と
の
連
携
・
交
流
の
促

進
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

災
害
時
の
代
替
道
路
の
確
保

　

国
道
３
号
に
お
い
て
、氷
川
町
で
は
、が
け

崩
れ
な
ど
の
土
砂
災
害
危
険
箇
所
が
予
想
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

国
道
３
号
が
被
災
し
た
場
合
の
避
難
や
物

資
輸
送
の
た
め
の
代
替
道
路
と
し
て
、九
州

自
動
車
道
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
、地
域

の
安
全
・
安
心
に
大
き
く
寄
与
す
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
ま
す
。

観
光
産
業
な
ど
の
活
性
化

　

宇
城
氷
川
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
周
辺
に
は「
道

の
駅
竜
北
」「
竜
北
公
園
」な
ど
の
多
く
の
集

客
施
設
や
国
指
定
史
跡「
大
野
窟
古
墳
」「
野

津
古
墳
群
」、国
指
定
名
勝「
立
神
峡
」な
ど
の

名
所
・
旧
跡
の
他
、歴
史
・
文
化
的
な
施
設
が

存
在
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
施
設
は
、ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
を
中
心
に

半
径
５
㌔
圏
内
に
位
置
し
て
お
り
、ア
ク
セ

ス
性
が
大
幅
に
向
上
す
る
こ
と
で
、イ
ベ
ン
ト

な
ど
の
集
客
拡
大
や
観
光
客
の
増
加
、地
産

地
消
の
推
進
、賑
わ
い
に
よ
る
観
光
産
業
の
活

性
化
に
大
き
く
寄
与
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

ま
す
。

ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
の
利
用
増
加

　

宇
城
氷
川
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
の
開
通
か
ら

こ
れ
ま
で
の
利
用
状
況
は
、国
道
３
号
か

ら
の
通
行
が
出
来
な
い
状
況
に
お
い
て
、約

９
０
０
台
／
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

本
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
が
需
要
の
高
い
施
設
で

あ
る
と
言
え
、利
便
性
や
ア
ク
セ
ス
性
が
大

幅
に
向
上
す
る
こ
と
で
、更
な
る
ス
マ
ー
ト
Ｉ

Ｃ
の
利
用
増
加
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

高
度
医
療
機
関
へ
の
搬
送
時
間
短
縮

　

熊
本
市
内
の
第
三
次
救
急
医
療
施
設（
高

度
な
救
急
医
療
を
提
供
で
き
る
医
療
施
設
）

や
そ
れ
に
準
じ
る
医
療
施
設
を
利
用
す
る
際
、

高
速
道
路
へ
の
ア
ク
セ
ス
性
が
向
上
す
る
こ

と
に
よ
り
、搬
送
時
間
が
約
58
分
か
ら
約
45

分
へ
と
約
13
分
短
縮
と
な
り
、救
命
率
の
向
上

が
期
待
さ
れ
ま
す
。

町
道
吉
本
本
山
線
の
全
線
開
通
に
よ
り

期
待
さ
れ
る
効
果

さらに便利になった
スマートＩＣを

皆さん利用してね！

　

地
方
税
法
改
正
に
伴
い
、平
成
28
年
度
か
ら
軽
自
動
車
税
の
税
率

が
変
わ
り
ま
す
。適
用
さ
れ
る
税
率
は
、車
両
の
種
類
や
最
初
の
新

規
検
査
年
月
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

軽
自
動
車
税
率
が
変
わ
り
ま
す

地
方
税
法
改
正
に
伴
う
税
率
改
正

原
付
・
軽
二
輪
・
小
型
二
輪
・

小
型
特
殊
自
動
車

軽
三
輪
・
軽
四
輪
以
上
の
も
の

　

平
成
28
年
４
月
１
日
現
在
で
登

録
さ
れ
て
い
る
次
の
車
種
の
車
両

す
べ
て
に
、平
成
28
年
度
か
ら
新
税

率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

最
初
の
新
規
検
査
年
月（
自
動

車
検
査
証
の「
初
度
検
査
年
月
」）

に
よ
り
、現
行
税
率
、新
税
率
、重

課
税
率
の
い
ず
れ
か
の
税
率
に
な

り
ま
す
。

　

中
古
車
で
購
入
さ
れ
る
場
合
の

税
率
も
、自
動
車
検
査
証
の
初
度

検
査
年
月
で
判
断
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

※
重
課
税
率
に
つ
い
て

　

平
成
28
年
度
以
降
、最
初
の
新

規
検
査
を
受
け
て
、13
年
を
経
過

し
た
車
両
に
対
し
、新
税
率
の
約

20
％
が
増
税
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
28
年
度
に
重
課
税
率
の
対

象
と
な
る
車
両
は
、平
成
15
年
３

月
31
日
以
前
に
最
初
の
新
規
検
査

を
受
け
た
も
の
に
な
り
ま
す
。

　

電
気
自
動
車
、天
然
ガ
ス
自
動

車
、メ
タ
ノ
ー
ル
自
動
車
、ガ
ソ
リ

ン
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
、被
け
ん

引
車
は
重
課
税
率
の
対
象
外
に
な

り
ま
す
。

【お問い合わせ先】　税務課　住民税係　☎ 52・5853（直通） 【お問い合わせ先】　企画財政課　企画係　☎ 52・5850

※50cc以下と90cc以下の税額は同じですが、ナンバープレートの
　区分はこれまでと変わりません。

軽自動車などの廃車手続きについて
　軽自動車税は、軽自動車やバイク、農耕作
業用などの小型特殊自動車に市町村が課税
する税で、4月1日現在の軽自動車などの所有
者に課税されます。そのため、4月2日以降に
廃車されてもその年度の軽自動車税が課税
されます。現在、使用していない軽自動車な
どをお持ちで、廃車の手続きをされていない
所有者はお早めに手続きをお願いします。

グリーン化特例（軽課）による軽自動車税軽減
　平成27年度（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）に新車新規登録
をした、一定の性能を有する軽四輪車など（三輪以上の軽自動車）について、
その燃費性能に応じたグリーン化特例（軽課）を導入し、軽自動車税を新税
率から軽減します（平成28年度のみ）。
【対象車両】次のいずれかに該当する車両
Ａ　電気自動車、天然ガス軽自動車（平成21年排出ガス10%低減）
Ｂ　乗用　平成32年度燃費基準＋20％達成車
　　貨物　平成27年度燃費基準＋35％達成車
Ｃ　乗用　平成32年度燃費基準達成車
　　貨物　平成27年度燃費基準＋15％達成車
※Ｂ・Ｃは上記の要件を満たし、かつ平成17年排出ガス基準75％低減達成
（★★★★）したもので、内燃機関の燃料がガソリンの軽自動車に限ります。
※各燃費基準達成状況は自動車検査証の備考欄に記載されています。

車 種 平成２８年度から（年税額）

原動機付自転車

50cc 以下
2,000 円

50cc を超え 90cc 以下
90cc を超え 125cc 以下 2,400 円
50cc 以下ミニカー 3,700 円

軽二輪（125cc を超え 250cc 以下） 3,600 円
小型二輪（250cc を超えるもの） 6,000 円

小型特殊自動車
農耕作業用 2,000 円
その他のもの 5,900 円

車 種

最初の新規検査年月（初度検査年月）
平成 27 年

3 月 31 日まで
（現行税率）

平成 27 年
4 月 1 日以降
（新税率）

13 年経過※
（重課税率）

軽三輪 3,100 円 3,900 円 4,600 円

軽四輪
（貨物）

自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円

営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円

軽四輪
（乗用）

自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円

営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円

車 種
税率（年税額）

Ａ（75% 軽減） Ｂ（50% 軽減） Ｃ（25% 軽減）
軽三輪 1,000 円 2,000 円 3,000 円

軽四輪
（貨物）

自家用 1,300 円 2,500 円 3,800 円
営業用 1,000 円 1,900 円 2,900 円

軽四輪
（乗用）

自家用 2,700 円 5,400 円 8,100 円
営業用 1,800 円 3,500 円 5,200 円

車 種 手続き場所
第 1 種（50cc 以下） 氷川町役場税務課または

宮原振興局総務振興課
☆手続きに必要なもの

・ナンバープレート
・所有者・使用者の印鑑

第 2 種乙（90cc 以下）
第 2 種甲（125cc 以下）
ミニカー
農耕用・リフトなど

軽自動車（三輪・四輪）

軽自動車検査協会
熊本事務所
熊本市東区東本町１６番３号
☎ 050 ｰ 3816 ｰ 1758

小型二輪自動車 熊本運輸支局
熊本市東区東町４丁目
１４番３５号
☎ 050 ｰ 5540 ｰ 2086

軽二輪自動車


